
京都市告示第   号 

京都市市街地景観整備条例（以下「条例」という。）第４６条第４項の規定において準用

する条例第４４条第１項の規定に基づき、地域景観づくり計画書の変更の届出がありまし

たので、条例第４６条第４項の規定において準用する条例第４４条第２項の規定により次

のとおり告示し、計画書を縦覧に供します。 

令和８年２月２７日 

京都市長 松 井 孝 治 

 

１ 地域景観づくり協議会の名称 

  一念坂・二寧坂 古都に燃える会 

２ 条例第４３条第２項の規定による協議会の認定日及び番号 

  平成２５年２月１日 第協００４号 

３ 条例第４６条第１項の規定による計画書の認定日及び番号 

  平成２５年４月１５日 第計００４号 

４ 変更の年月日 

  令和８年３月１日 

５ 変更の内容 

  協議の対象の変更 

６ 変更の理由 

  桝屋町内の風致地区において建築等をする場合も協議の対象にするため。 

７ 縦覧期間 

  令和８年２月２７日から（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く） 

変更前 変更後 

① 京都市伝統的建造物群保存地区条例

第４条規定による許可が必要となる行

為 

② 屋外広告物の掲出 

③ 公共施設の修繕等 

① 京都市伝統的建造物群保存地区条例

第４条規定による許可が必要となる行

為 

② 京都市風致地区条例第２条第１項規

定による許可が必要となる行為 

③ 屋外広告物の掲出 

④ 公共施設の修繕等 
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８ 縦覧時間 

  午前８時４５分から午後５時３０分まで（ただし、正午から午後１時までは除く） 

（都市計画局都市景観部景観政策課） 


